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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気吸込口と空気吹出口とを有する化粧パネルが、送風機、熱交換器、ドレンパンを備
えた空気調和機本体の下面に取りはずし可能に装着され、前記ドレンパンは、前記熱交換
器を載置すると共に、中央部に前記空気吸込口に対応する吸込口を有し、外周囲に前記空
気吹出口に対応する風路が形成された天井埋込形空気調和機であって、
　前記空気吹出口が矩形状に形成され、該空気吹出口の長手方向の両側に対向して前記化
粧パネルと一体に短辺側壁が設けられ、
　該短辺側壁は、内側壁と、前記化粧パネルの下面より上方において前記内側壁から空気
吹出口側に分岐する外側壁とによってこれらの間に断熱空間部を有する二股状の二層構造
壁に形成され、
　前記外側壁は、前記ドレンパンの前記風路を形成する垂直壁と同一の垂直面をなすよう
に構成され、
　前記短辺側壁には、前記空気吹出口から吹き出した空気と室内巻き込み空気との流れを
該空気吹出口の長手方向の外側の斜め下方向に向かわせる流れ偏向手段を、前記外側壁の
前記垂直面に連続させて設け、
　前記流れ偏向手段は、前記短辺側壁の前記空気吹出口側の側面に、該短辺側壁が設けら
れた前記化粧パネルの下面よりも上方に段あげして設けた段差部によって形成し、
　該段差部は、前記内側壁から前記外側壁が分岐する前記二股状の前記二層構造壁の分岐
部の底面によって形成されていることを特徴とする天井埋込形空気調和機。
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【請求項２】
　前記段差部の吹出口側の角部を湾曲させて湾曲面を形成したことを特徴とする請求項１
記載の天井埋込形空気調和機。
【請求項３】
　前記段差部の底面を湾曲面側に向かって上方傾斜するように形成したことを特徴とする
請求項２記載の天井埋込形空気調和機。
【請求項４】
　前記吹出口の周囲がシール材によって本体にシールされ、該シール材の台座部が前記化
粧パネルと一体成形した少なくとも短辺側壁の二層構造壁によって形成されたことを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の天井埋込形空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井埋込形空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の天井埋込形空気調和機の吹出口に、長辺外側と左右短辺側の３辺に、それぞれ内
側補強リブと外側補強リブとを設け、断熱空間部を有する２重壁構成として一体形成する
と共に、長辺内側のみ発泡樹脂成形部材で構成したものがある。そして、このような２重
壁構造の補強リブを用いることによって、吹出口の内外面を断熱して内部結露を防止する
と共に、発泡樹脂などの断熱部材の使用量を削減するようにしている（例えば、特許文献
１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４０８９８３号公報（第５頁、図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の天井埋込形空気調和機の吹出口は、冷房運転状態では、熱交換器を通過し
て冷却された空気が化粧パネルの吹出口を通過する際に高温多湿の室内空気を巻き込み、
吹出口の角部近傍で吹出し空気と室内空気とが合流して結露が生じると共に、汚れ粒子の
付着によって意匠面が汚れてしまう等の問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、吹出口周辺の意匠面へ
の結露を防止するとともに、結露部に汚れ粒子が付着して意匠面が汚れることがないよう
にした天井埋込形空気調和機を提供することを目的とする。
　さらに、吹出口内部の結露も防止することができる天井埋込形空気調和機を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る天井埋込形空気調和機は、空気吸込口と空気吹出口とを有する化粧パネル
が、送風機、熱交換器、ドレンパンを備えた空気調和機本体の下面に取りはずし可能に装
着され、ドレンパンは、熱交換器を載置すると共に、中央部に空気吸込口に対応する吸込
口を有し、外周囲に空気吹出口に対応する風路が形成された天井埋込形空気調和機であっ
て、空気吹出口が矩形状に形成され、空気吹出口の長手方向の両側に対向して化粧パネル
と一体に短辺側壁が設けられ、短辺側壁は、内側壁と、化粧パネルの下面より上方におい
て内側壁から空気吹出口側に分岐する外側壁とによってこれらの間に断熱空間部を有する
二股状の二層構造壁に形成され、外側壁は、ドレンパンの風路を形成する垂直壁と同一の
垂直面をなすように構成され、短辺側壁には、空気吹出口から吹き出した空気と室内巻き
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込み空気との流れを空気吹出口の長手方向の外側の斜め下方向に向かわせる流れ偏向手段
を、外側壁の垂直面に連続させて設け、流れ偏向手段は、短辺側壁の空気吹出口側の側面
に、短辺側壁が設けられた化粧パネルの下面よりも上方に段あげして設けた段差部によっ
て形成し、段差部は、内側壁から外側壁が分岐する二股状の二層構造壁の分岐部の底面に
よって形成されているものである。
【発明の効果】
【０００７】
　化粧パネルの空気吹出口の短辺側壁は、内側壁と、化粧パネルの下面より上方において
内側壁から空気吹出口側に分岐する外側壁とによってこれらの間に断熱空間部を有する二
層構造壁に形成され、外側壁は、ドレンパンの風路を形成する垂直壁と同一の垂直面をな
すように構成され、短辺側壁には、空気吹出口から吹き出した空気と室内巻き込み空気と
の流れを空気吹出口の長手方向の外側の斜め下方向に向かわせる流れ偏向手段を、外側壁
の垂直面に連続させて設け、流れ偏向手段は、短辺側壁の空気吹出口側の側面に、短辺側
壁が設けられた化粧パネルの下面よりも上方に段あげして設けた段差部によって形成し、
段差部は、内側壁から外側壁が分岐する二股状の二層構造壁の分岐部の底面によって形成
したので、冷房運転時において、冷却された吹出し空気は、吹出口を通過する際に流れが
一部偏向され、化粧パネルの意匠面から巻き込まれた室内空気を吹出口近傍の空間部、す
なわち短辺側壁から離れた位置の空間部で合流させる。このため、吹出口周囲の意匠面へ
の結露が防止されると共に、結露部への汚れ粒子付着による意匠面の汚れも防止される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る天井埋込形空気調和機の下面図である。
【図２】図１の要部の縦断面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１及び図２において、天井埋込形の空気調和機の本体１は、内部の中央部付近にファ
ンモーター２とターボファン３とによって構成された送風機４を備え、送風機４を囲むよ
うにして熱交換器５が配設されており、その下部には、熱交換器５を載置すると共に、中
央部に吸込口６を有し、外周囲に風路７が形成されたドレンパン８が設けられている。
【００１０】
　空気調和機の本体１の下面には取り外し可能に化粧パネル１０が装着されており、その
中央部に空気吸込口１１（ドレンパン８の吸込口６に対応）が設けられ、空気吸込口１１
の各辺の外側に矩形状の空気吹出口１３（ドレンパン８の風路７に対応）が設けられてい
る。そして、空気吸込口１１にはエアフィルタ１２が配置され、空気吹出口１３には風向
ベーン２０が回動可能に取り付けられている。
【００１１】
　空気調和機の本体１（ドレンパン８）への化粧パネル１０の取付面には、吸込側と吹出
側を分離するためのシール材、言い換えれば、空気吹出口１３の周囲をシールするための
シール材２２が設けられている。
【００１２】
　シール材２２の台座として、各空気吹出口１３の長辺外側には長辺外側壁１４が設けら
れ、長辺内側には長辺内側壁１５が設けられており、左右の短辺側には左短辺側壁１６及
び右短辺側壁１７が設けられている。そして、長辺外側壁１４、左短辺側壁１６及び右短
辺側壁１７の３面は、それぞれ化粧パネル１０から分岐して上方に二股状に形成された内
側壁と外側壁とを有し、化粧パネルと一体の二重壁構造を形成しており、これらの壁の間
に内部を空気層とする断熱空間部（空気断熱層）を設けてシール台座面を形成している。
【００１３】
　左短辺側壁１６の二重壁構造（右短辺側壁１７の二重壁構造についても同様なので、右
短辺側壁１７側については説明を省略）について、図３を用いて説明すると、左短辺側壁
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１６は、化粧パネル１０から分岐して上方に二股状に形成された内側壁１６ａと外側壁１
６ｂとによって化粧パネル１０と一体の二重壁構造に形成されており、これらの壁１６ａ
、１６ｂの間に内部を空気層とする断熱空間部（空気断熱層）１８が設けられてシール台
座面を形成している。
【００１４】
　そして、二重壁構造の左短辺側壁１６には、吹出し空気と室内巻き込み空気の流れを偏
向する流れ偏向手段を設けてある。すなわち、化粧パネル１０と一体に成形された内側壁
１６ａと外側壁１６ｂとからなる二重壁の断熱空間部１８の底面１８ａを、二重壁が設け
られた化粧パネル１０の意匠下面１０ａよりも上側に一段高くした状態にして段差部１９
を形成するようにしてある。
【００１５】
　より詳しくは、左短辺側壁１６の外側壁１６ｂは、内側壁１６ａの下部（化粧パネル１
０の意匠下面１０ａの高さ位置）のやや上側から空気吹出口１３側に分岐して二股状に形
成され、外側壁１６ｂと内側壁１６ａは垂直に立設されて、外側壁１６ｂはドレンパン８
内壁の垂直壁８ａと同一の垂直面をなすようにしてある。そして、分岐した外側壁１６ｂ
側の分岐部の底面（断熱空間部の底面）１８ａが段差部１９を形成しており、この段差部
１９は、空気吹出口１３側の角部を湾曲させて湾曲面１８ｂを形成している。
　なお、この段差部１９は、空気吹出口１３側（湾曲面１８ｂ側）に向かって断熱空間部
の底面１８ａが上方傾斜（上流側に傾斜）するように形成してもよい。
【００１６】
　空気吹出口１３の左短辺側壁１６には二重壁を貫通する支持孔が設けられており、一方
、風向ベーン２０にはその両側にベーン支持面２１ａとベーン支持軸２１ｂとが設けられ
ており、ベーン支持軸２１ｂが二重壁の支持孔に回動可能に支持されている。
　こうして、左短辺側壁１６の外側壁１６ｂに沿って、あるいはベーン支持面２１ａと左
短辺側壁１６の外側壁１６ｂとの間の空間部の間を、冷却された吹出し空気３０の一部が
イ方向に流出するが、吹出し空気３０の一部は、空気吹出口１３を通過する際に段差部１
９によって流れが空気吹出口１３の外側の斜め下方向のロ方向に広がる。そして、ロ方向
に広がった吹出し空気３０ａは、化粧パネル１０の意匠下面１０ａからハ方向に巻き込ま
れた室内空気３１と空気吹出口１３近傍の外側の空間部で合流する。
【００１７】
　上記のように、空気吹出口１３の長辺外側壁１４、左短辺側壁１６及び右短辺側壁１７
はそれぞれ化粧パネル１０と一体の二重壁構造を形成しているが、長辺内側にはさらに長
辺内側壁１５が設けられ、この内側壁１５は、その成形上、発泡樹脂成形部材によって構
成されており、他のシール台座面と同一高さのシール台座面をなしてシール材２２が貼り
付けられている。
【００１８】
　こうして、空気吹出口１３は、長辺外側壁１４と左右短辺側壁１６、１７の３面が断熱
空間部を有する二重壁によって構成され、長辺内側壁１５が発泡樹脂成形部材によって構
成されており、さらに、空気調和機の本体１と化粧パネル１０との間には空気吹出口１３
の輪郭に沿って空気吹出口１３を取り囲むようにしてシール材２２が設けられており、吸
込側と吹出側とを確実に気密分離している。
【００１９】
　次に、動作について説明する。
　冷房運転時において、送風機４が駆動されると、化粧パネル１０の空気吸込口１１から
空気が吸い込まれる。この空気は、熱交換器５を通過して熱交換され、冷却されて、ドレ
ンパン８の風路７を通り、空気吹出口１３からイ方向に吹き出す。
　この際、左短辺側壁１６及び右短辺側壁１７には二重壁による断熱空間部１８が形成さ
れて空気断熱層が設けられているので、冷却された空気が吹き出しても、空気吹出口１３
の内部は温度変化が抑えられる。
【００２０】
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　左右短辺側壁１６、１７に沿ってイ方向に吹出した空気３０は、左右短辺側壁１６、１
７の断熱空間部１８の底面１８ａに段差部１９を形成され、空気吹出口１３側に湾曲面１
８ｂが形成されているので、段差部１９の湾曲面１８ｂで流れが左右（外側）の斜め下方
向であるロ方向に広がる。そして左右のロ方向に吹出した空気３０ａは、化粧パネル１０
の意匠下面１０ａから巻き込まれた室内空気３１と空気吹出口１３近傍の空間部、すなわ
ち左右短辺側壁１６、１７から離れた位置の空間部で合流する。
【００２１】
　本発明によれば、化粧パネル１０の左右短辺側壁１６、１７に、冷却された吹出し空気
３０のイ方向への流れの一部を偏向させ、外側の斜め下方向であるロ方向に拡げて吹出し
空気３０ａとする流れ偏向手段を設けたので、ロ方向に流れる吹出し空気３０ａは化粧パ
ネル１０の意匠下面１０ａから巻き込まれた室内空気３１と左右短辺側壁１６、１７から
離れた位置で合流する。このため、空気吹出口１３周囲の意匠面（意匠下面１０ａ）の結
露を防止することができると共に、結露部への汚れ粒子付着による意匠面（意匠下面１０
ａ）の汚れを防止することができる。さらに、左右短辺側壁１６、１７に断熱空間部１８
が形成されて空気断熱層が設けられ、空気吹出口１３の内外面が断熱されるようにしたの
で、空気吹出口１３内部への結露の発生も防止することができる。
【符号の説明】
【００２２】
　１　空気調和機の本体、４　送風機、５　熱交換器、１０　化粧パネル、１０ａ　化粧
パネルの意匠下面、１１　空気吸込口、１３　空気吹出口、１４　長辺外側壁、１５　長
辺内側壁、１６、１７　左右短辺側壁（一対の短辺側壁）、１６ａ　左短辺側壁の内側壁
、１６ｂ　左短辺側の外側壁、１８　断熱空間部（空気断熱層）、１８ａ　断熱空間部の
底面（分岐部の底面）、１８ｂ　湾曲面、１９　段差部、２０　風向ベーン、２２　シー
ル材、３０、３０ａ　吹出し空気、３１　室内空気。

【図１】 【図２】
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